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令和３年度第２回逗子市個人情報保護運営審議会 

                   日 時 令和３年９月２１日（火） 

                       午前１０時００分～ 

                   場 所 市役所５階 第３会議室 

議  題 

 １．逗子市個人情報保護運営審議会議事録について 

 ２．諮問第１１号 閲覧・交付申請書に係る保有個人情報の目的外提供及び本 

          人通知の省略について【社会福祉課】 

 ３．諮問第１０号 新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者（児童生徒等）に 

          係る個人情報の本人外収集について【学校教育課】 

 ４．その他 

出 席 委 員（５名） 

             会  長     安  達  和  志 

             副 会 長     森  田     明 

             委  員     海  原  弘  之 

             委  員     望  月  由 佳 子 

             委  員     島  田  達  巳 

欠 席 委 員（０名） 

説明のために出席した職員 

福 祉 部 次 長 廣  川  忠  幸 

社 会 福 祉 課 
副 主 幹 

椙  山  玲  奈 

学 校 教 育 課 
担 当 課 長 

内  田  源 一 郎 
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事務局等出席者 

情報公開課長 矢  島  小 百 合 

情 報 公 開 課 
副 主 幹 

栗  原  達  也 

情 報 公 開 課
会 計 年 度 
任 用 職 員 

伊  勢  由 紀 子 

会議の公開・非公開の別  公開（議題２については非公開） 

傍 聴 者        なし 

配 付 資 料 

 ・第２回逗子市個人情報保護運営審議会次第 

 ・令和３年度第１回逗子市個人情報保護運営審議会議事録 

 ・【資料１】諮問第１１号 閲覧・交付申請書に係る保有個人情報の目的外提供 

及び本人通知の省略について【社会福祉課】 

 ・【資料２】諮問第１０号 新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者（児童生徒等）

に係る個人情報の本人外収集について【学校教育課】 

 ・【資料３】逗子市個人情報保護条例の解釈運用基準（平成３年要綱）新旧対照表 

 ・【資料４】令和３年改正個人情報保護法の施行準備について 

 ・【資料５】特定個人情報保護評価書（基礎項目評価書）の提出・公表事務一覧 
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午前１０時００分開会 

○安達会長 それでは、定刻を過ぎましたので、ただいまから令和３年度第２回

逗子市個人情報保護運営審議会を開催いたします。 

  逗子市個人情報保護運営審議会規則第３条第２項の規定に基づき、半数以上

の委員の出席がありますので本審議会は成立します。 

  それでは、議事に入りますが、新型コロナウイルス感染症予防のため、速や

かな議事の進行に御協力をお願いいたします。 

  では、本日の配付資料の確認をお願いします。 

（配付資料の確認） 

○安達会長 はい、ありがとうございます。 

  皆様、資料は全ておそろいでしょうか。よろしいですか。 

  それでは、議題に入ります。 

  議題１、逗子市個人情報保護運営審議会議事録について、事務局からお願い

します。 

○矢島情報公開課長 先日校正依頼いたしました令和３年度第１回議事録を御確

認いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○安達会長 皆様、既に校正しておられると思いますけれども、修正内容を御確

認ください。 

  いかがでしょうか。 

  よろしいですか。特に御異議等ございませんでしたら、手元の議事録のとお

り承認ということでよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○安達会長 では、御異議ないようですので、議事録についてはこれで確定とさ

せていただきます。 

○矢島情報公開課長 ありがとうございました。 

○安達会長 では、議題２ということで、所管課の入室をお願いします。 

─社会福祉課 入室─ 

○安達会長 それでは、議題２、諮問第11号 閲覧・交付申請書に係る保有個人

情報の目的外提供及び本人通知の省略について、社会福祉課所管ということで、

これを扱います。 
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  本件の審議につきましては、国税局からの照会に基づき回答するというもの

でして、会議を公開することにより、個人に関する情報で特定の個人が識別さ

れる可能性があり、また秘密を要する税務調査という事務事業の公正円滑な執

行を著しく妨げるものと思われます。本審議会は原則公開ではありますけれど

も、非公開情報に該当する事項を審議する場合は例外的に会議を非公開とでき

るという規定が逗子市情報公開条例第20条第１項第２号及び逗子市個人情報保

護運営審議会の公開等に関する要綱第２項に規定されておりますので、本案件

の審議が終了するまで非公開としたいと思いますが、いかがでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○安達会長 よろしいですか。 

  では、御異議ないものと認めます。 

（非公開） 

─社会福祉課 退室─ 

○安達会長 では、次に議題３の諮問第10号のほうに入りたいと思います。 

  所管課の入室をお願いします。 

─学校教育課 入室─ 

○安達会長 では、諮問第10号 新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者（児童

生徒等）に係る個人情報の本人外収集について、所管課は学校教育課となって

おります。これを扱います。 

  では、まず職員の方の自己紹介をお願いします。 

○内田学校教育課担当課長 はい。学校教育課担当課長をしております内田と申

します。どうぞよろしくお願いいたします。 

○安達会長 それでは、諮問内容について御説明をお願いします。 

○内田学校教育課担当課長 はい。 

  それでは、諮問の概要について御説明をさせていただきます。 

  新型コロナウイルス感染症の陽性者が市内でも増加傾向でありまして、また、

デルタ株については感染症の感染力の強さであったりとか、さらに子どもへの

感染も多く報告されているところです。 

  こうした中、学校内での感染を予防するには、学校における感染対策を日常

的に講じるほか、体調のすぐれない児童・生徒には無理をして学校に登校しな
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いということ、さらには陽性者には保健所等の指示に従い、自宅等で療養する

こと、そして濃厚接触者については、感染症予防及び感染症患者に対する医療

に関する法律第44条の３第１項の規定により外出しないよう協力を求められて

いることから、一定期間自宅待機することなどが上げられます。 

  しかし、県内において、濃厚接触者である児童・生徒等がこの協力要請に応

じず、登校する事案が発生いたしました。 

  こうした事案に対応するためには、保健福祉事務所から濃厚接触者に関する

情報を通学する学校の校長に提供し、校長から濃厚接触者の保護者に対して学

校保健安全法第19条の規定による出席停止を行うことが効果的です。 

  しかし、神奈川県のほうでは、現行法令上、濃厚接触者に関する情報を校長

に提供することを認める規定がないため、神奈川県情報公開個人情報保護審議

会に対し当該情報の取扱いを認めてもらうよう諮問を行い、これを認める旨の

答申がなされました。 

  本市においても、学校が新型コロナウイルスの濃厚接触者に関する情報の提

供を保健福祉事務所から受けることにより、校長は濃厚接触者に対し出席停止

の指示を行うことで、市内小・中学校における新型コロナウイルス感染拡大の

防止をする必要がございます。 

  以上のことから、新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者に関する情報を本

人外から収集することについて諮問をさせていただくものです。 

  事務の目的につきましては、市内小・中学校等における新型コロナウイルス

感染症の濃厚接触者に関する情報提供を神奈川県保健福祉事務所から受けるこ

とで校長は濃厚接触者に対し出席停止を指示し、学校における感染拡大を防ぐ

ことになります。 

  根拠法令につきましては、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関

する法律、学校保健安全法となります。 

  対象となるのは、逗子市立小・中学校児童・生徒約3,768人と教職員259人で

す。 

  本人以外から収集する個人情報の内容は、新型コロナウイルス感染症の濃厚

接触者に係る氏名及び学年です。 

  収集先は、神奈川県保健福祉事務所となります。 
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  説明は以上となります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○安達会長 はい、ありがとうございました。 

  それでは、委員のほうから御質問、御意見等ありましたらお願いします。 

  いかがでしょうか。 

  はい、どうぞ。 

○海原委員 メディア情報なんですけれども、濃厚接触者からのトレースが県保

健福祉事務所、各県なんですけれども、最近、もう工数が足りなくなってでき

なくなってきたということを聞いておりますが、その点が１点と、それから、

例えば北海道なんかでやった場合、それという情報は流れてくるのでしょうか。

例えば鎌倉保健所から多分流れてくると思うんですけれども、全国から流れて

くるのでしょうか。取りあえず最初のを。 

○内田学校教育課担当課長 １つ目の御質問につきましては、確かに現在に限ら

ず、これまでも保健福祉事務所のほうから濃厚接触者に関しての情報というの

は流れてきていません。逗子市のほうでは、学校から保護者宛てに対して、も

し陽性者が出た場合、あるいは濃厚接触者に指定された場合は、本人から、保

護者の家庭のほうから学校に連絡をしてくださいということで、これまでそれ

で対応することができていました。なので、ほとんど保健福祉事務所のほうか

らの連絡はありませんでした。 

  今回諮問させていただいた件については、神奈川県の保健福祉事務所からの

提供となりますので、他の都道府県のほうからの情報提供というのは今のとこ

ろここには含まれておりません。 

○海原委員 ということは、鎌倉以外の神奈川県内ということですか。鎌倉は当

然入りますけれども、鎌倉を含めて、神奈川県内の…… 

○内田学校教育課担当課長 そうですね。県の保健福祉事務所です。 

○海原委員 なぜ保健福祉事務所が直接学校へ伝えられないかというと、市じゃ

ないと学校の学年、年齢が分からないということですか。 

○内田学校教育課担当課長 あ、ごめんなさい。もう一度お願いします。 

○海原委員 ごめんなさい。 

  鎌倉の保健福祉事務所だと逗子市のその対象者の学年と年齢が分からないか

ら、市のほうに状況を流すということでしょう。 
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○内田学校教育課担当課長 そうではなく、保健福祉事務所のほうで濃厚接触者、

あなたは濃厚接触者ですよというような判定をするので、その情報を学校のほ

うに情報提供する、例えば久木小学校の何々さんが濃厚接触者に判定されまし

たという話を保健福祉事務所のほうから学校のほうに提供を受けるということ

になります。 

○安達会長 今までは、県のほうでは個人情報であるということで市のほうに提

供はできないという。 

○内田学校教育課担当課長 そうです。 

○安達会長 前提に立っていたんですね。それが、県の審議会で提供してもいい

という判断が出たので、それを受けて今回のような諮問をされているというこ

とでしょうか。 

○内田学校教育課担当課長 はい、おっしゃるとおりです。 

○安達会長 いかがでしょうか。ほかに御質問等ありますか。 

○海原委員 対象なんですけれども、ここに書かれている以外に、例えば開成中

みたいな私立は対象外ということですか。 

○内田学校教育課担当課長 今回は、逗子市立の学校に限られております。 

○海原委員 はい。 

○安達会長 その他いかがでしょうか。 

  私のほうから一、二質問がありますが、１つは、事務の目的及び根拠法令等

というところで、市内小・中学校等における新型コロナウイルスというふうに

書いてあるんですが、この市内小・中学校等という等は何なのでしょうか。 

○内田学校教育課担当課長 こちら、児童・生徒が集まる場所、例えば放課後児

童クラブだったりとか、ふれあいスクールというものがありまして、そこに通

っているお子さんが濃厚接触者と判定された場合というのもございますので、

そこも含めてということになります。基本的には学校なんですけれども、そこ

に所属しているということもあるので。 

○安達会長 そういう児童・生徒も市内小・中学校に在籍はしているわけですね。 

○内田学校教育課担当課長 はい。 

○安達会長 そうであれば、特に等と入れる必要はない感じがしますけれども、

そうでもないんですか。 
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  これですと、小・中学校の児童・生徒以外の子どもも対象になるというふう

に読めるんですよね。 

○内田学校教育課担当課長 そうですね。 

○安達会長 例えば幼稚園とか、それは入らないんですね。 

○内田学校教育課担当課長 はい。今回は、すみません、学校保健安全法に含ま

れる小・中学校なので、会長おっしゃるように等は不要…… 

○安達会長 不要なのではないかと私は思っていますので、あえて書いていらっ

しゃるのは何か意味があるのかと思いまして。 

○内田学校教育課担当課長 先ほど申した子どもたちが所属している関係機関が

ありますので、そこも含めてという意味合いで等をつけさせていただいたとこ

ろです。 

○安達会長 その場合は、校長じゃなくて、そういう放課後の学童クラブみたい

なものの管理者に提供するということでしょうか。 

○内田学校教育課担当課長 基本的には学校のほうに連絡があって、学校から家

庭のほうに連絡がいき、出席停止の指示が出されます。その後、家庭のほうか

ら放課後の学童とかそういったところに連絡が行くという流れになると思いま

す。 

○森田副会長 ここの目的の項目の記載の仕方が、何といいますか、あまり厳密

ではなくて、市内小・中学校等と書いてあるんですが、等の問題もあるんです

けれども、市内と書いてあるんですけれども、この市内というのも正確ではな

いわけですよね、私立を除くわけですから。 

○内田学校教育課担当課長 そうですね、はい。 

○森田副会長 だから、むしろその下のほうの対象となる個人の類型で書いてあ

る逗子市立小・中学校児童・生徒というのが、正確に書こうと思えばそういう

書き方になるかなと思うんですけれども。 

○安達会長 確かにそう、市内というと私立も入りますよね。 

○内田学校教育課担当課長 はい、おっしゃるとおりです。 

  今回は、先ほども御質問であってお答えしたように、逗子市立小・中学校の

児童・生徒のみが対象となりますので、申し訳ありません。 

○海原委員 校長に伝える情報なんですけれども、濃厚接触者の氏名と学年を伝
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えるんですけれども、濃厚接触の時期とか状態というのはお伝えしないんでし

ょうか、またはお伝えするんでしょうか。単に濃厚接触者とのみを伝えるんで

しょうか。それによって、学校へ行く期間が変わってくると思うんですが。 

○内田学校教育課担当課長 個人情報に関する部分は氏名と学年で、その子が何

日までというのも併せて連絡があると思います。 

○海原委員 それは伝えないということですか。 

○安達会長 濃厚接触者と判定された日付とか、その子がいつからいつまで登校

が難しいかというようなことについては、情報は入ってこないんでしょうか。 

○内田学校教育課担当課長 現状ですと、いつまでというのは保健福祉事務所か

らというより保護者から入ってきているので、保健福祉事務所のほうから何日

まで自宅待機ですという指示を受けましたというような連絡があります。 

○安達会長 そうすると、そういう保健所からの指示内容についても情報がない

と、学校として対応が難しいでしょう。 

○内田学校教育課担当課長 そうです。 

○安達会長 それも提供してもらうべき内容になりそうな気がしますけれども。 

○内田学校教育課担当課長 はい。 

○安達会長 あと１点伺いたいんですが、対象となる個人の類型・対象者数の中

に、児童・生徒以外に教職員も入っていますよね。 

○内田学校教育課担当課長 はい。 

○安達会長 これはどういう意味でしょうか。 

○内田学校教育課担当課長 教職員についても、濃厚接触者が判定された場合は

特別休暇の扱いになりますので、その学校の教職員が濃厚接触者と判定されれ

ば学校のほうに連絡が入ってくる可能性があるというところで入れてあります。 

○安達会長 そうすると、その説明が必要ですよね。諮問の概要にも事務の目的

のほうにも教職員について全く触れていないので、いきなり対象となる個人の

ところに入ってくるのはちょっと適切ではないと思いますけれども。 

○森田副会長 教職員に関しては、直接その本人の申告を待つということでは駄

目だという判断をされているわけですか。 

○内田学校教育課担当課長 児童・生徒もそうなんですけれども、基本的には家

庭であったりとか本人から、教職員の場合も本人から学校に対して連絡がある
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と思います。 

○森田副会長 児童・生徒との関係ではなかなかそこが徹底しないし、出席停止

の指示をしないといけないという流れがあるので直接保健所から収集するとい

うこと、そういう枠組みだと思うんですよ。 

○内田学校教育課担当課長 はい。 

○森田副会長 教員については、そこの流れ自体大分違うので、趣旨が違うこと

になるんじゃないかと思うんですね。 

  神奈川県の場合にそこまで、つまり教員まで対象にしていたかどうか、実は

私、県の審議に関わっているんですけれども、していなかったようにも思うん

ですが、そこの確認はしていただいたほうがいいかなと思うので。 

○内田学校教育課担当課長 はい。 

○森田副会長 もし教員も含めるのであれば、教員の場合はこれこれこういうこ

とで申告してもらうことになっているけれども、必ずしも徹底しない実情があ

るから必要であると。そのない教職員に対してはこういうことを手続的に対処

するという、そこは児童と違いますから、そこは別の説明が必要になってくる

んじゃないかと思います。 

○内田学校教育課担当課長 はい。 

○安達会長 そもそも県の審議会のほうでどこまで提供していいという判断をさ

れたのか確認できませんけれども、それにもよりますよね。教職員を含むので

あればその説明が必要ですし、それは別の仕組みだということで、この中から

教職員は取りあえず外すということもあり得ますけれども、どちらかではない

でしょうか。そこはいかがでしょうか。 

○内田学校教育課担当課長 申し訳ありません、そこまでの確認はできておりま

せん。 

○森田副会長 ですから、あまりこれも先延ばししないほうがいいとは思うので、

そういう意味では、取りあえず生徒・児童との関係で今回諮っていただいて、

教職員は別問題としていただいたほうがいいかなと思うんですけれども。 

○内田学校教育課担当課長 はい。 

○安達会長 ほかに御質問ございますか。 

○海原委員 市のほうか保健事務所かを経由し、校長のほうに濃厚接触者の情報
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を提供するということですけれども、今、医療従事者とか濃厚接触者のいじめ

なんかがはやっているという言い方は変ですけれども、情報の取り扱いに関し

ては、各校長のマネジメントに任せて、市としては行政指導を行わないという

ことでいいでしょうか。 

○内田学校教育課担当課長 一応、学校に対してはそういった偏見であったりと

か差別が生じないようにということは、日頃から気をつけるようにということ

は、校長会議という会議がありまして、その中で校長には指示をしているとこ

ろです。各学校できちんと徹底するようにというような指示をしているところ

です。 

  実際、これまで学校のほうから、そうしたことでいじめがあったりとか、差

別、偏見があったりというような報告は、今のところ受けてはいないです。 

○安達会長 よろしいですか。 

  いかがでしょうか。 

  感染症の広がりを防ぐためには必要な事務だろうというふうには考えられま

すけれども、対象について、市立小・中学校の児童・生徒に限定されているの

か、教職員も含むのかというあたりはちょっとはっきりしないという点からす

ると、諮問の概要とか事務の目的、根拠法令、これは小・中学校の児童・生徒

のことについての話ですので、対象についても児童・生徒に限定するほうが筋

は通りますよね。 

○内田学校教育課担当課長 はい。 

○安達会長 もし、教職員についても必要であれば、別途また諮問していただく

ということでしょうか。 

○内田学校教育課担当課長 はい。 

○安達会長 これは、本人通知はするわけですね。 

○内田学校教育課担当課長 します。 

○安達会長 本人通知についてはチェックがついていますので、実施すると。 

○内田学校教育課担当課長 はい。 

○安達会長 ということになっております。 

  ほかに御質問等ございますか。 

  それでは、よろしいでしょうか。 
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  お諮りします。 

  本件については、対象者について教職員を除くという条件付で、諮問につい

ては適当というふうに審議会として判断するということにさせていただきたい

と思いますけれども、よろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○安達会長 それでは、その条件で承認ということにさせていただきます。 

  答申書については、後日事務局を通してお届けいたしますので、それまでお

待ちください。 

  では、本件については以上といたします。 

○内田学校教育課担当課長 ありがとうございました。 

─学校教育課 退室─ 

○安達会長 先ほどの別添のところの文言の市内を市立に、それから小・中学校

等の等を削除するということは修正していただいたほうがいいですかね。 

○栗原情報公開課副主幹 はい、分かりました。 

○安達会長 その上で、先ほどの条件付で承認と。 

○栗原情報公開課副主幹 はい。 

○安達会長 ということにしたいと思います。 

○矢島情報公開課長 あと、すみません。 

  外出制限期間が情報として入ってくるかどうかの確認は取らせていただいて

…… 

○安達会長 そうですね。それも確認していただければと思います。 

  では、本件の扱いについては、念のために後日メールで委員のほうに送って

いただいて、その上で正式な答申書ということにしたいと思います。よろしく

お願いします。 

○栗原情報公開課副主幹 はい。 

○矢島情報公開課長 ありがとうございます。 

○安達会長 それでは、議題の４について事務局からお願いします。 

○矢島情報公開課長 はい。 

  その他として報告が３件と日程調整１件があります。 

  資料３、資料４、資料５につきまして御報告させていただいた後に、次回の
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審議会の日程調整ということで決めていただければと思います。 

  １番目に、個人情報保護条例解釈運用基準の改正について御報告させていた

だきます。 

  お手元に配付しました資料３を御覧ください。 

  逗子市個人情報保護条例の解釈運用基準新旧対照表ということで、今回は第

10条の３関係と第22条関係と第23条関係について改正したものです。 

  既に委員の皆様にはお伝えしたところですが、デジタル庁設置法及びデジタ

ル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律が令和３年５月19日に

公布され、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律、いわゆる番号法について所要の改正が行われ、情報提供等、記録を訂

正した場合の通知先が総務大臣から内閣総理大臣に改められたこと及び番号法

第19条第４号の追加に伴い、改正前の同号以降の号名を引用する規定について

整理するものです。 

  第10条の３関係と第23条関係が、番号法第19条第４号が追加されたことによ

り、それ以降の号に号ずれが生じたものです。 

  第22条関係は、情報提供ネットワークシステムの所管が総務省からデジタル

庁に変更となり、情報提供等記録を訂正した場合の通知先を情報提供ネットワ

ークシステムを所管するデジタル庁の長に改めるものです。９月１日の施行と

なっております。 

  以上です。 

○安達会長 １件ずつやりますか。 

○矢島情報公開課長 はい。 

○安達会長 １件ずつ。 

○矢島情報公開課長 １件ずつでよろしいですか。 

○安達会長 いいですか。 

○矢島情報公開課長 はい。 

○安達会長 では、ただいまの資料３について、御質問ありましたらお願いしま

す。 

  よろしいですか。 

  それでは、次の資料４についてお願いします。 
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○矢島情報公開課長 はい。 

  それでは、資料４、令和３年改正個人情報保護法の施行準備についてに基づ

き御報告させていただきます。 

  資料は以前にもお配りさせていただきましたものですが、オンラインで地区

ごとに説明会が開かれ、私どもは７月８日に説明会があり、こちらの令和３年

７月個人情報保護委員会事務局の資料に基づいて説明がありました。６月時点

の暫定版ということです。 

  まず、３ページのⅠ、令和３年改正法の概要になりますが、令和５年春施行

予定のデジタル社会形成整備法第51条による改正により、地方公共団体につい

ても個人情報保護法が適用となります。 

  ４ページにおいて、令和３年改正法の目的が示されています。 

  令和３年改正法の目的については大きく２つ、①、１番目として「個人情報

保護」と「データ流通」の両立・強化。それから、②、２番目として、国際的

制度調和ということです。 

  それから、５ページ目から９ページ目において、２の令和３年改正法の骨子

が示されております。 

  ５ページに施行スケジュールが示され、法施行は令和５年春、政令・規則・

ガイドライン等の公表は令和４年春、施行までの間、個人情報保護委員会は改

正後の制度の考え方や関連規定の素案を提示するとともに、総務省の協力を得

て、地方公共団体から意見・質問を聴取するとされています。 

  地方公共団体が、条例・内規等の改廃・整備等を行うこととなります。 

  ６ページから９ページに改正法の骨子①から④まで示されています。 

  ６ページ、改正法の骨子①は、法体系の一本化ということで、個人情報保護

法を改正し、同法、行政機関個人情報保護法及び独立行政法人等個人情報保護

法を統合するとともに、地方公共団体の個人情報保護制度についても統合後の

法律が直接適用になります。 

  米印にありますが、議会については適用除外ということで、改正法では議会

が実施機関に入っていません。こちらについては質問も出ていましたが、30ペ

ージの主な論点と考え方で示されておりますので、後ほどまた触れさせていた

だきます。議会事務局には５月19日の通知も転送しており、内容は伝えてあり
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ます。 

  一番下の米印になりますが、法体系の一本化により、既存条例については改

廃の検討をいただくことが必要とされております。 

  それから、７ページに移りまして、改正法の骨子②では、公的部門の規律統

一ということで、国の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行

政法人が、現行の国の行政機関の規律プラスアルファということで、アルファ

は９ページの骨子④との説明がありました。 

  それから、８ページの改正法の骨子③は、病院・大学・研究機関の規律統一

ということで、改正後の個人情報保護法では、開示請求等に係る制度など、一

部公的部門の規律が適用されますが、民間部門の規律に一本化されます。 

  ９ページに移りまして、改正法の骨子④は、公的部門の規律見直しというこ

とで、新たな保護に関するルールの導入、先ほどの７ページのプラスアルファ

の部分ということで、令和２年個人情報保護法改正（民間部門）の反映とその

他の任意代理人による開示等請求、再委託・派遣労働者に係る規律の明記とな

っております。 

  この任意代理人による開示等請求については、本市においては任意代理人に

よる開示請求は番号法により認められているため、保有特定個人情報のみとな

っているところですが、こちらについては他の自治体からも質問が出ており、

どのように対応すべきか示されるものと考えております。 

  それから、10ページから25ページまでが大きなⅡ、個別の規律と施行に向け

て必要な対応が示されています。 

  11ページ、12ページが１、定義関係であり、定義関係については改正後の法

律により統一されるため、条例、規則で各用語に関する定義規定を存置また新

たに整備する必要はないとされています。 

  それから、13ページから15ページが、２、行政機関等における個人情報等の

取扱い関係が示されています。 

  13ページの①には、改正後の個人情報保護法第５章第２節に規定する行政機

関等における個人情報等の取扱いに関する規律のうち、現行の行政機関個人情

報保護法の相当する規定の解釈運用を原則として踏襲する方向で、今後ガイド

ライン等を整備すると示されています。 
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  法第61条の個人情報の保有の制限等、それから法第62条の利用目的の明示、

それから法第65条の正確性の確保、法第69条の利用及び提供の制限が該当との

ことです。 

  それから、14ページの②では、１つ目の黒い四角では現行の行政機関個人情

報保護法には相当する規定が存在しないものであるため、令和２年改正法に関

するガイドライン等との整合性も考慮しながら、今後、規則・ガイドライン等

を整備するものが示されています。 

  法第63条の不適正な利用の禁止、法第64条の適正な取得、法第68条の漏えい

等の報告等、法第71条の外国にある第三者への提供の制限、法第72条の個人関

連情報の提供を受ける者に対する措置要求、法第73条の仮名加工情報の取扱い

に係る義務が該当とのことです。 

  ２つ目の黒い四角では、現行の行政機関個人情報保護法の相当する規定に比

較して規律の充実が図られたものであり、今後、令和３年改正法の趣旨も踏ま

えながら、政令・規則・ガイドライン等を整備するものが示されています。 

  法第66条の安全管理措置、法第67条の従事者の義務、法第70条の保有個人情

報の提供を受ける者に対する措置要求が該当とのことです。 

  それぞれ、今後ガイドライン等を整備するとされていますが、大まかなスケ

ジュールは33ページに示されております。 

  15ページに移りますが、行政機関等における個人情報等の取扱い関係の必要

な対応としまして、１つ目の黒い四角、条例・規則の改廃。条例で法律の規定

と重複する規定を存置または新たに整備する必要はない。 

  ２つ目の黒い四角、要綱、手引き、様式、通達等の改廃。現在、これらを作

成している場合、改正後の法律の規定に合わせた形に規定等の整備を行う必要

がある。 

  ３つ目の黒い四角、安全管理措置に係る点検等。ガイドライン等を参照しな

がら、改正法の施行までに適切な管理のために必要な体制等の整備を行う必要

がある。 

  ４つ目の黒い四角、漏えい等報告等に係る体制整備。ガイドライン等を参照

しながら体制等の整備を行う必要があるとされていますので、こちらについて

検討を進めていかなければなりませんが、現在、ガイドライン等がこれからと
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なっておりますので、できることから対応していきたいと考えております。 

  16ページ、17ページは、３、個人情報ファイル関係ですが、地方公共団体に

ついては個人情報ファイル保有等に係る事前通知に関する規律（法第74条）の

適用はないものの、個人情報ファイル簿の作成及び公表に関する規律（法第75

条）が現行の行政機関個人情報保護法の相当する規定の解釈運用を原則として

踏襲した上で適用されるとのことで、17ページにありますように、個人情報フ

ァイル簿の作成・公表は、ガイドライン等を参照しながら、改正法の施行まで

に行う必要があります。今後、手引き等、情報提供されるそうです。 

  なお、16ページに戻りますが、２つ目の黒い四角、現行の個人情報事務登録

簿に関する運用については、改正後も条例で定めることにより、同様の運用を

継続することができるとされており、そちらの継続については検討する必要が

あります。 

  それから、18ページから20ページは、４、開示、訂正及び利用停止関係です

が、地方公共団体については、現行の行政機関個人情報保護法の相当する規定

の解釈運用を原則として踏襲した上で適用されますが、現行の行政機関個人情

報保護法においては本人または法定代理人にしか認められなかった開示等請求

について、改正後の法律においては、任意代理人による開示等請求が認められ

るようになります。開示請求権の拡大となりまして、不正悪用に留意する必要

があるため、今後、考え方を示すとの説明がありました。 

  本市においても、任意代理人の開示請求については、先ほど申し上げました

ように、番号法に基づき、保有特定個人情報のみ対応しているので、そちらの

今後の情報を待ちたいと思っています。 

  19ページには、開示、訂正及び利用停止関係においての必要な対応が示され

ております。 

  まず、１つ目の黒い四角、条例の改廃ですが、条例で法律の規定と重複する

規定を存置または新たに整備する必要はないとされていますが、米印にありま

すように、開示請求の手数料の額については、条例で定める必要があるとされ

ています。 

  本市では、閲覧または視聴取に係る費用は、条例の制定趣旨、目的から無料

としており、写しの交付に係る実費負担を徴収していますが、説明を聞く範囲
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では、手数料の中にこの写しの交付に要する費用も含まれるため、今までのよ

うに閲覧、または視聴取に関する費用を無料とすることは可能のようですが、

写しに係る実費負担も従量制として条例で定める必要があると考えられます。 

  他の自治体からも、この点については質問が出ており、郵送の場合の郵送料

はどうするのか、また、前払いであるため、その確認ができない場合は開示し

なくてよいのかなど、細かい部分で本市においても質問を出しております。こ

ちら、条例の第19条で現在、費用負担について規定しております。 

  また、非開示情報について、情報公開条例との整合性を確保するため、整備

の必要の有無、開示等手続、審査請求手続について、法律の範囲内で独自規定

を条例で定めることができるとされていますので、現行の独自の制度がどこま

で認められるのかは現在確認中ではありますが、その回答内容を踏まえ、検討

が必要と考えております。 

  それから、19ページの２つ目の四角にありますように、開示等請求への対応

に必要な体制整備も行わなければなりません。 

  20ページに移りまして、条例において定めることが許容される開示等関連の

規定の例と許容されない例が載っていますが、許容される規定の例としては、

情報公開条例の規定と同様の非開示情報を追加すること。それから、法で定め

る開示決定等の期限を短縮すること。こちら、本市では情報公開制度と同じく

７日以内で、延長は30日以内となっておりますが、そのままとするのか検討が

必要と考えております。それから、手数料を無料、または従量制とすること。

先ほど申し上げました条例第19条で費用負担が規定されておりますが、この手

数料については現在確認中ですが、実費負担についても手数料の従量制として

規定しなければならないのか、郵送対応の場合はどうするのかなど質問をして

いる最中で、まだ回答のほうがまとまっていないようです。 

  それから、米印の口頭開示の可否・許容範囲については今後整備予定とされ

ていますが、こちらは31ページに、２、現在検討中の論点として掲載されてい

ます。 

  本市条例第18条では開示請求の特例が規定されております。運用状況でも半

期ごとに件数を報告させていただいておりますが、職員課の職員採用試験の得

点及び順位、高齢介護課の要介護認定に関する認定調査票及び介護認定審査会
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資料、消防総務課の消防職員採用試験の得点及び順位について、簡易開示を実

施しております。 

  それから、20ページの２つ目の丸、条例において定めることが許容されない

開示等関連の規定としましては、情報公開条例との整合性確保と無関係な非開

示情報を追加すること、それから、法で定める開示決定等の期限を延長するこ

ととされております。 

  21ページに移りまして、21ページから22ページは、５、行政機関等匿名加工

情報関係ですが、こちらにつきましては、21ページ、２つ目の黒い四角で示さ

れておりますように、当分の間は、都道府県及び指定都市にのみ提案募集を義

務づけるとされており、こちらの対応は、市町村には今のところ義務づけられ

ておりません。 

  それから、23ページ、24ページに移りまして、６、規律移行法人関係ですが、

該当する法人機関がありませんので、25ページ、参考、公的部門の機関、法人

等の種別と規律の適用関係に移らせていただきますが、太枠の地方公共団体の

機関で、点線枠を除いた部分が該当となります。 

  個人情報等の取扱い等に関する規律については公的部門の規律である第５章

第２節、個人情報ファイル簿に関する規律については公的部門の規律である第

５章第３節ですが、先ほど御報告しましたとおり、地方公共団体については、

個人情報ファイル保有等に係る事前通知に関する規律（法第74条）の適用はな

いものの、個人情報ファイル簿の作成及び公表に関する規律（法第75条）が適

用となります。開示、訂正、利用停止に関する規律については公的部門の規律

である第５章第４節、匿名加工情報に関する規律については公的部門の規律で

ある第５章第５節が適用となります。 

  26ページ、27ページに移りまして、27ページ、Ⅲ、委員会と地方公共団体の

関係が示されております。 

  ４つ目の四角にありますように、個人情報の保護に関する条例を定めたとき

は、遅滞なく、委員会に届けなければならないとされております。 

  28ページから31ページは、Ⅳ、個別論点に関する考え方が示されております。 

  29ページと30ページは、１、主な論点と考え方①と②が示されています。 

  １つ目の黒い四角、死者に関する情報についてですが、現状、地方公共団体
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の条例において見られるような死者に関する情報を条例により個人情報に含め

て規律することは、改正後の個人情報保護法の下では許容されないとされてい

ます。他方、個人情報保護制度とは別に、法律に抵触しない限度で、条例にお

いて死者に関する情報の取扱いについての規定を設け、適正な管理を図るため

の措置を講じることは妨げられないと書かれていますが、具体的にどういうこ

とを示されているのか確認が必要と考えております。 

  説明会でも、遺族の個人情報として保護される旨の説明はありましたが、そ

の取扱いはそれぞれの自治体により異なることが可能なのかどうかという部分

が現在ちょっと不明なので確認中です。 

  それから、２つ目の黒い四角、条例要配慮個人情報について、法第60条第５

項の規定に基づき、地方公共団体は、地域特性に応じて条例要配慮個人情報に

関する定めを条例に設けることができるとされていますが、法の規律を超えて、

地方公共団体による取得や提供等に関する独自の規律を追加することや民間の

個人情報取扱い事業者等における取扱いを対象に固有の規律を設ける等の対応

は許容されないとされています。条例要配慮個人情報を設けるかどうかについ

ては、検討が必要と考えております。 

  ３つ目の黒い四角には、法令の範囲について示されております。 

  次のページ、30ページ、１つ目の黒い四角、地方議会の扱いについて。６ペ

ージ、改正法の骨子①法体系の一本化で触れさせていただきましたが、議会に

ついては適用除外ということで、改正法では議会が実施機関に入っておりませ

ん。こちらについては、議会事務局には５月19日の通知も転送しまして、この

旨は連絡しております。国会や裁判所と同様に、自律的な対応の下、個人情報

保護が適正に行われることが期待されるとされています。実施機関に議会も含

まれている自治体も多いと思われ、質問も出ていましたが、どのような対応と

するのか、議会事務局との調整が必要と考えております。 

  それから、２つ目の黒い四角、オンライン結合制限について示されています。

条例で、オンライン化や電子化を伴う個人情報の取扱いを特に制限することは

許容されておりません。 

  それから、３つ目の黒い四角、審議会への諮問についてが示されています。

改正後の個人情報保護法においては、個人情報の適正な取扱いを確保するため
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に、専門的な知見に基づく意見を聞くことが特に必要である場合に限り審議会

等に諮問することができるとしていますが、個人情報の取得、利用、提供、オ

ンライン結合等について、類型的に審議会等への諮問を要件とする条例を定め

ることは、今回の法改正の趣旨に照らして許容されないとされています。 

  個人情報の適正な取扱いを確保するために専門的な知見に基づく意見を聞く

ことが特に必要である場合に限り審議会等に諮問することができるとされてい

ますが、具体的にどのような場合を指すのか示されていないのですが、７月の

説明会からは、審議会の今までの機能は認められていないと感じました。 

  それから、31ページに移りまして、現在検討中の論点が示されています。 

  １つ目の四角、指定管理者が取得した個人情報に関する開示請求の取扱い。

本市においては、条例第31条の２で指定管理者に関する特例が規定されており

ますので、こちらは検討中とのことですので、結果を待ちたいと思います。 

  それから、２つ目の黒い四角、口頭による開示請求の可否・許容範囲。先ほ

ど、20ページの米印の口頭開示の可否・許容範囲についてで御説明させていた

だきましたとおり、検討、整理中とのことですので、こちらも検討結果を待ち

たいと思っています。 

  ３つ目の四角、一部の経過措置を条例で定めることの要否。こちらは、Ｑ＆

Ａ18ページの注釈と書いてありますが、そちらは、秘密保持義務等に関する経

過措置、開示等請求に関する経過措置、匿名加工情報の提案の周知に関する経

過措置、罰則に関する経過措置については、条例で定めることが考えられ、こ

ちらについては、別途整理の上、必要に応じてお示ししたいと考えています。 

  ４つ目の黒い四角、財産区における個人情報の取扱いについても検討中との

ことでしたが、こちらは該当がありません。 

  それから、33ページ、34ページは、Ⅴ、今後のスケジュールが示されていま

す。表のとおりで、これ以降のものは示されておりません。 

  盛りだくさんではありますが、許容されている部分について今後整理して、

今後御審議いただきたいと考えています。条例で規定することが認められてい

ない部分については、今後の動向を確認しますが、御報告のみとなってしまう

部分もあるかとは思います。改正個人情報保護法の施行までの間は現行の条例

に基づいた審議もありますので、タイトなスケジュールとなりますが、できる
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ことから進めてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

  御説明は以上になります。 

○安達会長 はい、どうもありがとうございました。 

  何か御質問等はございますか。 

  たくさん分からないことがあるかもしれませんけれども、かなり大幅に変わ

ると。 

○矢島情報公開課長 そうですね。 

○安達会長 ということになりそうですので。この審議会の役割も･･････。 

○矢島情報公開課長 大分変わって。 

○安達会長 相当変質することになりそうですね。 

○矢島情報公開課長 はい。 

○安達会長 ということで、なかなか大変な作業が待っているわけですけれども。 

  どうぞ。 

○森田副会長 どう進めるかについては市のほうで検討をされると思うんですが、

そこに対してここの審議会がどの程度関わるのか、つまり条例改正の方向性の

検討について、どれだけ我々が口を出すようになるのかということなんですけ

れども、やっぱりその辺の段取りについてはある程度考えておられますか。 

○矢島情報公開課長 今現在、独自で認められている部分の、例えば登録簿をど

うするかとか、条例要配慮個人情報についてだとか、ファイル簿の形とか、検

討できるところから次回の審議会のほうで１つずつお示ししていきたいなと思

うんですが、今、７月の末に県を通じて個人情報保護委員会に質問を投げかけ

ている部分も戻ってきていないので、独自の、例えば救済機関について残せる

のかどうか、残せるというときにはそのあたりをどうするかとか、そういうと

ころもあるんですけれども。回答がちょっとまだまとまっていないようで来て

いない部分があるので、できることとなってくると登録簿とか、今現在、私ど

ものほうでも検討していかなければいけない部分を整理している段階ではある

んですけれども、ファイル簿をどうしていくかとか、登録簿をどうするかとか、

条例要配慮個人情報、こういうのを考えているがどうかというようなことを審

議会に諮らせていただくようになるのかなとは思っています。 

  かなり許容されないというところがあって、そこに御審議をいただいても。
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これからちょっと変わってくるのかどうかがわからない。 

○森田副会長 そこは私もよく分からないところで、個人情報委員会の見解が、

ある意味法律に忠実な見解ではあるんですけれども、もともとその条例の共通

ルールをつくるという議論があそこまで縛りをかけるものだったのかというの

はやっぱり疑問はあるので、今の個人情報保護委員会のようにあれも駄目、こ

れも駄目的なものをそのまま受け入れていいのかどうかという感じは率直に言

ってするんですよね。 

  だから、何かそういう問題提起は、本来は自治体の側からしてもいいんじゃ

ないかと、時期を過ぎちゃうとちょっと間に合わなくなるんですけれども、ガ

イドライン等を固める前の段階で、もうちょっと積極的な意見を言っていって

もいいんじゃないかという感じもするんです。ただ、それは、こちらが審議会

として積極的に言うかどうかという話よりは、まず、市としてどういう対応を

取るかということは考えてもらわないといけないことではあるんですけれども。 

○矢島情報公開課長 はい。 

○森田副会長 特に、個々の規定はあるんですけれども、議会をどうするかとい

うのが、これは全国的にみんな困る問題だと思うので、議会だけ今の条例をそ

のまま残すというのも非常に変な話ですし、かといって、議会の条例の内容を

今回の個人情報保護法の内容と、あとそれにくっつく市の条例を整理し直して

議会の条例にしてしまうというのも非常に議会の自主性が全然ないような話に

なってしまうので何かそれも座りが悪いし、でも、そういうこともあまり個人

情報保護委員会の発想としてはないんじゃないかという感じもして、そういう

ことも含めて進め方をどうするのかはぜひ早めに検討いただいて、審議会に対

してどういうことを求められるのかということも早い段階で投げかけていただ

く必要があるかなと思うんですが。 

○矢島情報公開課長 分かりました。 

○安達会長 条例改正に当たっては、いずれかの時点で、この審議会に諮問はさ

れるんでしょうか。 

○矢島情報公開課長 そうですね。 

  今、森田委員からもおっしゃられたように、逗子市の考え方をということも

あると思うんですけれども。先に条例ができていますので、あまりにもちょっ
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と今回、国の情報保護委員会からの説明ではできない部分があってびっくりし

た部分もあるんですけれども。各自治体の動向等も踏まえながら、こちらのほ

うもどういうふうな対応をしていくのかというのも決めていかなければいけな

いと思います。条例で独自で残る部分については審議会に諮らせていただくも

のと考えているんですけれども、単なる施行条例だけではなくて独自で残る部

分はありますので、その独自の部分についてはこのように残していきたいとか、

このように考えているということに対して御意見は伺いたいと思っています。 

○安達会長 その独自というのは、施行条例とは別にということですか。 

○矢島情報公開課長 各自治体で違う、例えば登録簿をもしかしたらなくしてし

まうところもあるかもしれないんですけれども、今、課で検討しているところ

では、登録簿はやはり残すべきじゃないかとか。ファイル簿に移行して、ファ

イル簿は義務づけられるんですけれども、登録簿は各自治体で残してもいいと

いうようなことなので、そういうものとかを。 

○安達会長 いずれにしても、現行の個人情報保護条例は廃止になって、それに

変えて施行条例を制定するということになりますね。 

○矢島情報公開課長 そうですね、あと…… 

○安達会長 その際に、新個人情報保護法に規定があることについては、あえて

重複して規定はしないということになりますから、それ以外の部分について施

行条例でどういうふうに書くかという問題が残りますよね。 

○矢島情報公開課長 はい。 

○安達会長 それについては、本市として特に対応しなければならない項目とい

うのは、やはりリストアップする必要がございます。そのリストアップした項

目についてどう対応するか、あるいはしないのかということについて、一つ一

つ決めていく必要があるということですよね。 

○矢島情報公開課長 はい。 

○安達会長 それをこの審議会に諮ってやるのか、それとも事務局としてまず原

案を一通りつくった上で一括して諮るのかという、そういう選択肢かなという

気がしますけれども。 

○矢島情報公開課長 私の考えですけれども、条例案をつくってからですと期間

が短いですから、今現在認められている部分の、例えば条例要配慮個人情報に
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ついてはこう考えているとか、登録簿についてはこう考えているというような

ことを個別に上げていって、最後、条例の形になったときにはお示しするんで

すが、個別にできることから今年度で対応していきたいと思っているところで

す。 

  令和４年の春にガイドライン等ができるので、そこからつくっていくという

か、そこから動き出す部分も中にはあるかとは思うんですけれども、できるこ

とから。あと、いろいろ死者の取扱いも完全に抜けてしまうということなので、

今、解釈運用基準にありますので、そのあたりを何か違う規定をつくって、個

別の個人情報保護制度とは異なる別の施策にするのかどうするのかとか、そう

いうあたりもお示しをしてお話をさせていただいた中で、御意見を賜りながら

つくっていきたいと思っています。 

○安達会長 事務局ベースで検討を進めて、ある程度方向性が出てから諮るのか、

それとももう真っさらにして、これどうしましょうかということで考え方を整

理するということをしてもらう中で、質問事項が出るとか確認すべき事項が出

ればその都度確認していくというふうに進めていくかという問題で、ガイドラ

インが出てからだと、ちょっと時間的に厳しいですよね、来年の春ということ

ですから。 

  そうすると、今の時点から少し内容を精査して、特に市として対応すべき項

目はどれかということをピックアップしつつ、特に重要なものから順番にこの

審議会で少しずつ出してもらったほうがいいかなという気もするんですけれど

も。 

○森田副会長 神奈川県の審議会では、５月ぐらいの段階で法改正に伴って議論

をする必要がありそうなところを10項目ぐらい上げて、それはペーパーとして

審議会には出されているんです。 

  ただ、その時点では、実は今日の資料にあったような個人情報保護委員会の

見解が示される前だったので、こんな厳しくなるとは思っていなかったので、

割とこうざっくりと上げてきているんですけれども、何かそういったものがあ

れば、取りあえず何が議論になるのかと、あるいは議論の中に入れるのか外す

のかとか、そういう議論をする手がかりにもなるので、問題になりそうな点を

取りあえずピックアップしたものを御用意いただいて、それについてそのとき
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できる範囲の議論をするというようなことをやりながら固めていってはどうか

とは思うんですけれども。 

○安達会長 何かやっぱり論点整理みたいなことはしておいたほうがいいような

気はしますよね。 

○森田副会長 逗子は独自の問題もありますので、それこそ救済機関は独自なも

のなので、一般的な議論とはちょっと違ったこともありますし。 

  逆に、ああいう仕組みだと、今回の法改正の縛りは逆に受けない面もあるの

かなという感じもするんですけれども、まあちょっとその辺も議論はしてみた

い気はしますので。 

○矢島情報公開課長 そうですね。項目を出して、ここでやっていただきたいと

は思っているんですけれども、すみません、人数も少ないものですから、なか

なか手が回らない部分があるので、課題的なものは共有をして少しずつ整理を

していますので、またお力添えいただければと思います。 

○安達会長 特に議論する必要がなく、もう法律で決まっているものはしようが

ないですけれども、そうでないものについて、選択肢があると。 

○矢島情報公開課長 そうですね。 

○安達会長 というものについては、やっぱり少し早めに議論を始めたほうがい

いんじゃないでしょうか。 

○矢島情報公開課長 今年度中に。 

○安達会長 大変でしょうけれども、はっきり決まらなくてもいいですから、論

点として上げるということを考えていただきたいんですけれども。 

○矢島情報公開課長 ありがとうございます。 

○安達会長 ほかにいかがでしょうか。 

  なかなか全てを頭に入れるのは大変でしょうけれども、相当変わるというこ

とを知っておいていただく必要があるんですけれども。そもそもこの審議会は、

新条例以降どうなるのかという。 

○森田副会長 いや、そうですね。今日の前半のような議論はもうできないとい

うことになってしまうので。 

○安達会長 もうないですよね。個別諮問というのはもうないわけですよね。 

○矢島情報公開課長 質問にも出したんですが、番号法の関係の、次にやるんで
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すけれども、特定個人情報保護評価の関係は、審議会、または審査会に報告す

るというふうに番号法のガイドラインではなっているので、その機能は今現在

こちらでやっていただいていますので、そちらもどう整理をしたらいいかとい

うことで個人情報保護委員会には投げかけているんですけれども、まだちょっ

とそこはまとまっていないようです。 

○安達会長 では、よろしいでしょうか。 

  何か御質問ある人は、適宜またお出しください。 

○矢島情報公開課長 お願いします。 

○安達会長 それでは、資料４については以上としまして、資料５をお願いしま

す。 

○矢島情報公開課長 特定個人情報保護評価書（基礎項目評価書）の提出・公表

ということで、栗原副主幹のほうから御報告させていただきます。 

○栗原情報公開課副主幹 よろしくお願いいたします。 

  資料５を御覧ください。 

  今回は、既に公表させていただいている評価書のうち、特定個人情報ファイ

ルの取り扱う事務が増えたことによりまして再評価を実施した評価書がござい

ますので、御報告をさせていただきます。 

  対象の評価書につきましては、評価書番号３番、予防接種に関する事務、所

管、国保健康課になります。 

  具体的に増加した業務につきましては、新型コロナウイルス感染症予防接種

証明書、いわゆるワクチンパスポートの発行事務となります。再評価及び個人

情報保護委員会の報告、公表は既に令和３年８月25日に実施済みとなっており

ます。 

  以上でございます。 

○安達会長 はい。何か御質問ございますか。 

  よろしいでしょうか。 

  それでは、本件については以上とさせていただきます。 

  報告事項はこれで終了ということでよろしいですか。 

  最後に、次回審議会の日程調整についてお願いします。 

（日程の調整） 
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○安達会長 本日の審議はこれで全て終了となります。 

  特に御発言等ございますか。よろしいですか。 

  では、本日の会議は以上とさせていただきます。 

  これで閉会といたします。 

  お疲れさまでした。 

午前１１時３０分閉会 


